
 人との接触を避け、対人距離を確保（できるだけ２ｍを目安
に）する。 

 感染防止のための入場者の整理を行う（密にならないように
対応。発熱や咳・咽頭痛などの症状がある人の入場制限を含
む）。 

 入口及び施設内に手指の消毒設備を設置する。 

 マスクを着用する（従業員及び入場者に対する周知）。 

 施設の換気を行う（２つ以上の窓を同時にあけるなどの対応
も考えられる）。 

 施設の消毒を行う。 

 接触感染 
ウイルスがついているものに触れて、
体内に入ることで感染 
不特定多数が接触する場所が注意が
必要 
 
 飛沫感染 
くしゃみや会話の際の唾などでウイ
ルスが体内に入り感染 
マスクの着用や咳エチケットに気を
付けることが必要 
 

手洗い・手指
消毒 

換気 

密 
3密（密集・密接・
密閉）・の回避 

咳エチケット 

 
 

 三重県等のガイドラインを基に作成しています。 
 （三重県ホームページ） https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066_00007.htm 

 業務別ガイドラインについては、内閣府ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」特別 
 ページに業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが掲載されていますので、参考にしてください。 
 （内閣府ホームページ） https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

 素材提供：インクデザイン合同会社、日本旅行業協会、TopeconHeroes 

 新型コロナウイルス感染症の状況により、内容に変更が生じることがあります。 

新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン 
R2年7月1日鳥羽市 

具体的な対策は次頁へ 

本ガイドラインについて 

感染経路  

感染予防に有効な手段  

感染対策（共通事項）  



トイレ 3 

休憩スペース 4 

ごみの廃棄 5 

その他 7  高齢者や持病 のある方については、感染した場合の重症化
リスクが高いことから、サービス提供側においても、より
慎重で徹底した対応を検討する。 

 地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応につい
て検討しておく。 

 便器内は通常の清掃で良いが、不特定多数が接触する場所
は清拭消毒を行う。 

 トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 

 ペーパータオルを設置するか、個人用タオルを準備する。 

 ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。 

 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしない
ようにする。 

 休憩スペースは常時換気することに努める。 

 共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する。 

 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。 

 鼻水、唾液等が付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉し
て縛る。 

 ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。 

 マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。 

接触感染対策 2  他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最
低限にする。 

 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 

 手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に
洗浄消毒するなど、特段の対応を図る。 

 人と人とが対面する場所は、アクリル板・透明ビニール
カーテンなどを設置する。 

 ユニフォームや衣類はこまめに洗濯する。 

 こまめな手洗いや手指消毒の徹底を図る。 

 市販されてる界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清
掃する。 

 不特定多数が触れる箇所（テーブル、いすの背もたれ、ド
アノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、
タッチパネル、レジ、蛇口、手すり、つり革、エレベー
ターのボタンなど）は、始業前後等に清拭消毒する。 

 

清掃・消毒 6 

症状のある方の入場制限 １  発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入
場しないように呼び掛ける（状況によっては、発熱者を体
温計などで特定し、入場を制限することも考えられる）。 

 業種によっては、万が一感染が発生した場合に備え、個人
情報の取り扱いには十分注意しながら、入場者等の名簿を
適切に管理する。 



会話は控えめにし、 
BGMを聞くなどを勧める 

座席の間にパーティ
ションを設ける、 
間隔を空ける 

支払い時のコイン
トレイの使用、
キャッシュレス化 

大皿は避けて料理は
個々に提供する 

十分な換気を行う 

マスクの着用 

不特定多数が 
接触する場所の消毒 

手指消毒の設置 適切な手洗い 

新型コロナウイルス感染症 
予防ガイドライン 

飲食店編一例 

一般社団法人 日本フードサービス協会等作成「外食業の事業継続のためのガイドライン」参照 
詳しくはガイドラインに掲載されていますので、ご確認ください。  
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/ncv_guideline-29.pdf 



混雑時の入場制限 

人との距離の 
確保 

床に印をつける 
レジなどに仕切り等

を設置する 

十分な換気を行う 

マスクの着用 
不特定多数が 

接触する場所の消毒 
手指消毒の設置 

滞在時間が短くなる
ように呼び掛ける 

密 

２ｍ 
(最低１ｍ) 

新型コロナウイルス感染症 
予防ガイドライン 

小売業の店舗一例 

オール日本スパーマーケット協会等作成「小売り業の店舗における新型コロナウイルス感染症 
感染拡大予防ガイドライン」参照 
詳しくはガイドラインに掲載されていますので、ご確認ください。  
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/ncv_guideline-49.pdf 



人との距離の 
確保 

従業員の毎日の 
体温測定・健康チェック 

十分な換気を行う 

不特定多数が接触
する場所の消毒 

手指消毒の設置 

一人鍋・一人盛りに
変更 

ブッフェをセット 
メニューに変更 

新型コロナウイルス感染症 
予防ガイドライン 

宿泊施設編一例 

一般社団法人 全日本シティホテル連盟等作成「宿泊施設における新型コロナウイルス対応 
ガイドライン（第１版）」参照 
詳しくはガイドラインに掲載されていますので、ご確認ください。  
https://www.jcha.or.jp/news/203 

マスクの着用 

２ｍ 
(最低１ｍ) 

座席などの 
間隔をあける 



室内の利用人数 
制限 

座席などの 
間隔をあける 

従業員の検温 

十分な換気を行う 

密 

不特定多数が接触
する場所の消毒 

マスクの着用 

手指消毒の設置 

新型コロナウイルス感染症 
予防ガイドライン 

カラオケ編一例 

マイクやリモコン等
の消毒 

支払い時のコイン
トレイの使用、
キャッシュレス化 

一般社団法人 カラオケ使用者連盟等作成「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場 
における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」参照 
詳しくはガイドラインに掲載されていますので、ご確認ください。   
https://www.kua.or.jp/pdf/guideline.pdf 

２ｍ 
(最低１ｍ) 


